


「今後の住宅産業のあり方に関する研究会」報告

第１章 住宅産業を巡る環境変化 第２章 変化の兆し

①新築市場の頭打ち

②工場生産手法の普及

③サプライチェーン全体で取り組むべき政策課題
の増加

④新たなビジネスモデルの必要性

⑤住宅に関する潜在需要の喚起

①ストックビジネス重視経営の動き

②新たなタイプの住宅サプライヤーの登場

③建材・住宅設備分野における経営統合･提携
によるトータルコーディネート、ワンストップ
サービスへの取組

④フロンティアにおける新たなビジネスの動き

⑤住宅産業の業種の枠組みの限界

第４章 目指すべき産業像

･長寿命住宅をプラットフォーム
として活用し、住宅ストックに
絡む金融･リフォーム等の
サービスをも収益源としていく。

（１）新築販売収益依存
から継続収益への転換

･物流や人員配置を最適化す
るため、ＩＴを活用してサプライ
チェーン全体の効率化を行う。

（２）業種の枠を超えた
効率化

･ストック価値、生活価値、エ
リア価値の向上という方向性
で「暮らしの『場』提案産業」
として新たなフロンティアを
創造する。

（３）住生活提案産業
への進化

･我が国住宅供給モデルの
強みを活かし、住生活･注文
化も提案しながら国際展開
を行う。

（４）国際展開の可能性

第３章 住宅産業のニューパラダイム

（１）住生活の価値実現のための住宅

（３）住宅産業と住まい手との関係性の重視

（２）新たな競争の軸としての住生活提案能力

（４）新たな産業発展のプラットホームとしての
長寿命住宅

第５章 政策的取組

・関連業界の協議会で設置支援
・「長期使用対応部材」の標準化、メン
テナンスプログラムのひな形の活用

・外装材の耐久性能の評価手法の確立
・不動産信託や税制に関する検討

（１）長寿命住宅の基盤作り

・電子タグを活用した効率化
・トレーサビリティ確保により製品安全・
リサイクル等の課題解決

（２）情報化への先行的取組

・住生活総合人材の育成
・住生活エージェントの社会的定着
支援
・技能継承支援、ものづくり人材の育成

（３）新たな住宅産業人材の育成

・留学経験者など産学官ネットワーク
の活用
・新日本様式選定事業等も活用し、
世界に日本型住宅供給モデルを発信

（４）国際展開に向けて戦略的
なブランドイメージの発信

・建築材料の断熱性能表示制度などに
よる普及促進
・住宅省エネ改修の促進
・未来型省エネ住宅の開発

（５）住宅の省エネルギーの促進

（６）金融、税制、建築全般等について関係省庁で連携して取り組み

平成２０年度 第１回団体連絡会議開催報告 

平成 20年 6月 20日(金)当協会会議室において平成 20年度 第 1回団体連絡会議が、正･賛団体会員
26団体の出席(事務局含む 44名出席)を得て開催された。 
まず、当協会富田専務理事より、去る 6月 10日に開催された第 21回通常総会および臨時理事会にお
いて役員改選が行われ、新体制による協会事業運営がスタートしたことが報告され、今後の事業活動へ

の協力と部会への参加依頼を行った。 
 

経済産業省製造産業局 喜多見淳一住宅産業窯業建材課長から、最新の行政動向

について以下の内容でご説明いただいた。 

● 住宅産業のニューパラダイムについて 
｢今後の住宅産業のあり方に関する研究会｣からの報告書として発刊された。概要

は次の通り 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

最新の行政動向 



行政に事故情報が適切に報告されていない事故事例があったことを受け、平成18年臨時国会において
消費生活用製品安全法が改正され、重大製品事故報告・公表制度が平成１９年５月１４日からスタート
した。

①これまでの製品安全対策－事前規制

•製品を指定し、技術基準を定める。
製造・輸入事業者は、技術基準に適合するよう製造・輸入しなければならず、適合しないものは出荷
できない。

•販売事業者等は、技術基準に適合する表示の付された製品でなければ販売できない。

②事後規制－事前規制に加えて

市場出荷後も含めた製品安全確保の強化が強く求められるように

平成19年臨時国会において消費生活用製品安全法が再び改正され、
長期使用製品安全点検・表示制度が創設された（平成２１年４月1日から施行）

製品が市場に出荷された後は、製品の所有者に保守が委ねられ、保守が適切になされないまま製品が劣化
して生じる事故（＝技術基準適合規制では対応できない事故）が発生しているという事実

講演Ⅰ：改正消費生活用製品安全性の周知について 

● 平成 19年度ものづくり白書の公表について(詳細は経済産業省ホームページ) 

http://www.meti.go.jp/report/data/g80610aj.html 
● 建材・住宅設備取引ガイドラインフォローアップについて 

フォローアップ概要説明と｢ベストプラクティス集(改訂版)｣の紹介 

● 平成 20年度版中小企業施策利用ガイドブックの紹介 

中小企業施策を利用する方のための手引書として、主な施策の概要を紹介している。 

詳細は中小企業庁ホームページ 

http://www.chusho.meti.go.jp/pamflet/g_book/download/20fy_guidbook.pdf 

 
 
 

 

 

 

講 師 ：経済産業省商務情報政策局商務流通グループ製品安全課  

矢島秀浩 製品安全制度審議室長 

 

１．長期使用製品安全点検制度について 

 
(配布資料より抜粋) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

主な講演の概要 

長期使用製品安全点検制度創設の背景 



 
(経済産業省 長期使用製品安全点検･表示制度パンフレットより抜粋) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

長期使用製品安全点検制度創設の概要 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 



講演Ⅱ：建材からのＶＯＣ放散に関する自主表示制度 

 

講 師 ：建産協 品質保証委員会 藤田清臣 VOC部会長 

 

 

(配布資料より抜粋) 

 

 

 

 

 

 

 

 

5 6

3 4
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ＪＩＳ Ａ １９０１に規定する項目を報告

（ＪＩＳ Ａ １９０１）

（ＪＩＳ Ａ １９０２-１） 
（ＪＩＳ Ａ １９０２-２） 
（ＪＩＳ Ａ １９０２-３） 
（ＪＩＳ Ａ １９０２-４） 
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講演Ⅲ：接着剤の４ＶＯＣ自主管理制度

 

 

 

講 師 ：日本接着剤工業会 井上雅雄 VOC 委員会副委員長(コニシ㈱) 

 

 

(配布資料より抜粋) 
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講演Ⅳ：ＲＥＡＣＨ（ＥＵ新化学品規正法）への対応について 
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講 師 ：(社)日本化学工業協会 庄野文章 REACHタスクフォース事務局長代理 

 

 

(配布資料より抜粋) 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

REACH規制の施行の背景

国際的な化学品

管理の流れ

欧州における既存
物質点検の遅延

欧州市場における化学関連
企業の防衛
（BRICs汎用化学品の台頭、
Free Riderへの不信感、
特許、知的所有権保護、品質
への不信感等）

EU統合
リスク管理手
法の導入

動物試験
の回避

日本の産業界への影響

化学品 約 9821億円

95.4億USドル約5000物質

工業製品（化学品を除く）２．
８兆6971億円 844億ＵＳド
ル

化学製品国内出荷額 40兆7099億円 3712億ＵＳドル 2006年工業統計速報

対全世界輸出額 ７兆7107億円 759億ＵＳドル（国内出荷額比 １８．９％）

対EU輸出額 9821億円 ９５．４億USドル （国内出荷額比 ２．４％）

以上2006年財務省 貿易統計

EU化学産業への影響
23億ﾕｰﾛ、川下産業も含めると
28-52億ﾕｰﾛ （2003年欧州委員会）

1 2 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

３．化学品管理に関する３極の法規制 比較その特色（１）

安全衛生法化審法

変異原性物質
の製造･輸入・
使用制限

新規物質の

届出

職場において
有害な化学物
質による労働
者の健康障害
防止

製造、輸入の禁止、
制限、認可

新規、既存物質の

登録、届出、認可およ

び制限

競争力および確信を
高揚させつつ人の健
康および環境の高レ
ベルの保護ならびに
物質の共同体市場で
の自由な流通を確実
にする。

REACH

新規物質の包装、
表示決定

他の指令
76/789/EECで使
用制限

製造・輸入

の禁止、管理

新規物質の情
報要求、用途制
限（SNUR)等

新規・既存物質

製造･輸入の実質

禁止、制限、

管理（監視）等

規制の具
体的内容

新規物質の

届出

新規物質の

届出（PMN)
新規物質の届出届出、登

録の対象

上市される物質の
届出、届出物質の
情報交換、リスク
アセスメント、危険
な物質の分類・包
装・表示に関して
加盟国間の法律
を近似させる

健康、環境を損
なう不当なﾘｽｸ
をもたらす化学
物質および混合
物の影響を規制
することにより人
の健康または環
境への不当な影
響を防止する

難分解性で継続的

に摂取される場合

には、人の健康を

損なう恐れがある

化学物質による

環境汚染を防止

するため化学物質

の製造、輸入等

について規制する

法の目的

EU 現在

６７/５４８/EEC
米国

TSCA
日本

Registration, Evaluation, Authorization and 
restriction of Chemicals

• No data No Market、1物質ー1登録・・・・・
試験データの共有 SIEF Data sharing

• 新規化学物質だけではなく既存化学物質もその対象
• 安全性評価の実施主体 当局から産業界へ
• 有害性リスクの高い物質に対する認可制度の導入、代替物質への転
換義務

• 物質の製造、輸入者のみならず製品の製造者、輸入者、流通業者等
いわゆるﾀﾞｳﾝｽﾄﾘｰﾑﾕｰｻﾞｰ等ｻﾌﾟﾗｲﾁｪｰﾝ全体への規制拡大

• ﾘｽｸｱｾｽﾒﾝﾄ（RA)､ﾘｽｸﾏﾈｰｼﾞﾒﾝﾄ（RM)およびﾘｽｸｺﾐｭﾆｹｰｼｮﾝ（RC)の大幅導入
• 物質のみならず成形品(製品、Article)に含有される物質も登録、届出、認可の
対象

• 動物愛護・・・・・重複試験実施の排除

REACHの特色 従来、類例を見ない包括的化学品管理法

• 目的

– 危険性・有害性の情報伝達に関して
誰もが理解できるシステムを確立

– 試験･評価の重複を回避
– 正しく評価されている化学物質の国際貿易を促進

• 適用範囲

– 純物質、混合物 （除く 成型品）

– 医薬品、食品添加物、化粧品 などは対象外

⇒農薬については現在も国連で議論中との情報もある

– 労働者、消費者、輸送関係者、救急対応者 など

– 入手可能なデータを用いて分類

GHS: Globally Harmonized System 
of Classification and Labeling of Chemicals

素材
１次加工

(インキ・プラ・塗料)
2次加工
（成形など）

部品メーカー 組立メーカー

REACH サプライチェーンに沿った管理
( http://europa.eu.int/comm/environment/chemicals/whitepaper.htm )

素材

ﾒｰｶｰ
1次加工 2次加工 部品ﾒｰｶｰ

組み立て
メーカー

A

意図されている
用途全てに対し
物質Ａ登録

メーカーに開示
したくない用途
物質Ａ登録

SDS SDS SDS

1次加工品
輸入者

部品
輸入者物質Ａ、B

登録

必要に応じ
物質Ａ登録

SDS

SDS

素材

ﾒｰｶｰ

B

SDS

意図されている
用途全てに対し
物質B登録

（CSR：>10（１）t/y ） （CSR）

（CSR） （CSR） （CSR）

情報伝達

Safety Data Sheet

SDS

（１）Registration, Evaluation, Authorization and 
Restriction of Chemicals

Registration（登録）

• 年間１ｔ以上製造・輸入する場合、事業者毎に物質を登録
• 一定条件を満たす成形品中の物質も対象
• 一部、対象外、適用除外、軽減免除措置あり

（ポリマーは免除※>2％の構成モノマーは登録対象）

Evaluation （評価）

• 登録された情報に基づいて評価⇒ ①文書評価
②物質評価（CSA, CSR）

• 必要に応じて追加情報を要請

新規化学物質（Non Phase-In substance)
1事業者あたり1t/y以上の製造・輸入の化学物質を登録
既存化学物質（Phase-In substances)
新規物質と同様。但し、 EINECS＊）、NLPリスト収載済なら
予備登録すれば登録猶予期限あり

＊）EINECS：既存物質リスト（対して、新規物質リストはELINCS)

個別製品
物質 ： 事業者あたり1t/y以上の物質をそれぞれ登録
ポリマー ： 1t/y以上、2%以上の構成モノマーをそれぞれ登録
ポリマーそのものは登録不要

調剤 ： 1t/y以上の構成成分をそれぞれ登録
成形品 ： 1t/y以上の意図的に放出される物質の登録が必要
同じ用途で登録されている場合は登録が不要

登録対象

3 4 

5 6 
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制限 Restriction

制限対象

ヒト、環境に容認しがたいリスクがある場合

各加盟国当局が提案→付属書ⅩⅦへ(52物質）
（76/769/EEC引継ぎ）
認可対象物質とは重複しない

制限範囲

製造／販売／使用の禁止。制限の条件に適合し
ていない限り製造され、上市されてはならない。
「完全な禁止」もありえる。

（付属書ⅩⅦ）Safety Net of REACH System
登録要否にかかわらず、化学物質を禁止、用途・使用条件を制限できる仕組み

認可・制限のまとめ

付属書ＸＩＩＩ ＰＢＴ、ｖＰｖＢ

判断基準

67/548/EEC  

ＣＭＲ カテゴリー１，2

その他、同等の高懸念

高懸念物質＝候補リスト
評価評価

後続評価後続評価

登録登録

欧州委員会、加盟当局の提案

意見調整→合意

認可対象物質リスト（付属書ＸＩＶ）

認可の対象

認認 可可

欧州委員会が用途毎に認可

欧州化学品庁の判断

欧州化学品庁

欧州化学品庁

欧州委員会に提案

許容しがたいリスク

付属書XIV・XVIIに載った物質は、登録・評価終了に関係なく、認可・制限の対象となる

欧州化学品庁→欧州委員会

定期的な付属書XIV追加提案

制限物質リスト（付属書ＸＶＩＩ）

制限の対象

制制 限限

必要に応じて追加・修正

優先順位付け

意見調整→合意

※物質評価基準

新しい知見

新しい知見

ｲｴﾛｰ
ｶｰﾄﾞ

ｲｴﾛｰ
ｶｰﾄﾞ

ﾚｯﾄﾞ
ｶｰﾄﾞ

ﾚｯﾄﾞ
ｶｰﾄﾞ

本登録（共同提出 ＋ 個別提出）

・１０(ａ)(ⅳ)
その物質の分類及び表示

・１０(ａ)(ⅵ)
付属書Ⅶ～ⅩⅠから導かれる

情報の調査要約書

・１０(ａ)(ⅶ)
付属書Ⅶ～ⅩⅠから導かれる

ﾛｰﾊﾞｽﾄ調査要約書

・１０(ａ)(ⅸ)
付属書Ⅸ～Ⅹにリストされて

いる試験提案

・１０(ａ)(ⅴ) 付属書Ⅵの§5
物質の安全な使用に関する

指針

・(b)14条に基づく要求の
場合

付属書Ⅰの書式 ＣＳＲ

登録者が適当と考える場合

使用/ばく露カテゴリー
・１０(ａ)(ⅷ)に基づく何らかの
関連する示唆

・１０(ａ)(ⅰ) 付属書Ⅵの§1
製造/輸入業者のｱｲﾃﾞﾝﾃｨﾃｨ
・１０(ａ)(ⅱ) 付属書Ⅵの§2
物質のｱｲﾃﾞﾝﾃｨﾃｨ

・１０(ａ)(ⅲ) 付属書Ⅵの§3
製造及び使用に関する情報

・１０(ａ)(ⅹ)1～１０ﾄﾝの数量
物質は、付属書Ⅵの§6
暴露情報

・１０(ａ)(ⅷ) 適切な経験を
持つアセッサーによる審査

の示唆

先導登録者提出事項

〔ＭＵＳＴ〕

個別/先導者提出
選択事項

〔ＭＡＹ〕

個別提出事項

〔ＭＵＳＴ〕

認可対象物質（EU独自の判断基準。Black List化→付属書ⅩⅣ）

候補物質（高懸念物質：約1,500物質か？）：各加盟国当局が提案

発がん性、変異原性、生殖毒性（CMRs）のカテゴリー１および２
付属書ⅩⅢの基準を満たす難分解性、生体蓄積性、有毒性（PBTs）
付属書ⅩⅢの基準を満たす非常に強い難分解性、生体蓄積性（vPvBs）
上記の基準を満たさないが、内分泌かく乱物質など、ヒト健康・環境に対して、同レベ
ルの懸念があるという科学的根拠がある物質

⇒候補物質リストCandidate list（公開）→認可対象物質リスト（付属書ⅩⅣ）

Precautionary Principle （予防原則）に基づく
付属書ⅩⅣに掲載された物質に対しては、欧州委員会が認可を付与する

認可 (Authorization)

予備登録

何故：Phase-in 物質の移行措置の便益を得る。

誰が：登録予定者（1t/y以上の物質の製造者/輸入者及び1t/y以上
の意図的放出物質を含有する成形品製造者/輸入者）

何時：2008年6月1日～12月1日
何を：

予備登録物質のリスト公表

2009年1月1日までに庁は、予備登録物質のリスト(上記赤字）を
ウェブサイト上で公開

予備登録者（又は第三者代表）のidentity
想定される登録期限とトン数帯
物質名、EINECS番号、CAS番号或いは識別番号
読込み（read-across）/QSARsのための物質identity

予備登録者（又は第三者代表）のidentity
想定される登録期限とトン数帯
物質名、EINECS番号、CAS番号或いは識別番号
読込み（read-across）/QSARsのための物質identity

（５） 評価、認可及び制限

文書評価：欧州化学品庁（Agency）が実施
動物試験提案評価

コンプライアンス確認

物質評価：各国政府が産業界の責務（必要な場合）

付属書Ⅶ～Ⅹに加えてさらなる追加情報の必要
性を評価

CSA (Chemical Safety Assessment )
CSR (Chemical Safety Report )

認可、制限あるいは分類表示の判断材料になりうる

評価 (Evaluation)

9 10

11 12

13 14



 
 

 

 ●事務局体制の変更に伴う、事務局新任職員の自己紹介が行われた。 
 ●平成 20年度団体連絡会議の開催予定が以下のように報告された。 
 第 2回 平成 20年 9月19日(金) 14時~17時 
 第 3回 平成 20年 12月19日(金) 14時~17時 
 第 4回 平成 21年 3月19日(木) 14時~17時 
 

 

５．産業界にとっての課題と問題点

• 国際的な化学品の管理 ハザード管理からリスク管理へ
• REACHはリスク管理の手法を織り込んだ包括的な化学品法
中身としては理想的 でもWorkable?

運用上不明確な点が残る
• ３R (Risk Assessment 、Risk Management、

Risk Communication) のPolicyへの導入
（成形品、高懸念物質、CSR等）川下分野をまきこんだ
包括的化学品管理および情報共有 顧客対応、情報の
相互交換必要 (双方向情報交換）

• 国内外への影響不可避 欧州だけの問題ではない！！

実は、欧州Big Chemicalの
世界戦略？

対BRICS対策？

７．まとめ

• REACHは施行されたが、いまだ実際の運用面での対応で
不明な点が多い。

• 今後、サプライチェーンの各Actorsや川中メーカーの具
体的問題も浮上（情報伝達、上流との情報共有
等） ・・・ビジネスとも深く関連

• さらに今後CSAおよびCSRの作成やWaiving段階での技術
的課題さらに認可、制限から代替品への転換といった問
題の増加が予想される。

日化協としては現実的視点にたって会員各社・団体の
支援を行い必要なガイダンス、情報提供等を行うととも
に必要なアクションを実施

EU
化学品庁

登録
EUEU

企業

B
企業

D

企業

C

登録書類、
化学品安全性報告書

b ca

SDS

b
c

SDSSDS
aa

企業

E

企業

F

ユーザー

企業

A

安全情報シー
ト(SDS)

a

有害性
情報等

SDS

a
b
c

a
b
c

a
b
c

a
b
c

企業

C’

供給連鎖は国外にまで拡張するかも
しれない

用途および
暴露情報：

川下ユーザーから
の情報共有

供給連鎖中にある物質の情報

日本日本

供給連鎖を通じた物質に関する情報共有

有害性
情報等

有害性
情報等

a
b
c

b
c

SDSSDS
a

15 16

建産協からの報告事項
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